
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年12月2日から健康保険証が廃止され、医療機関等の受診は、マイナ保険証の利用が基本と

なります。（現在お持ちの健康保険証は、マイナ保険証移行の経過措置で、2025年12月1日まで利用できます） 

マイナ保険証への移行準備の一環として、健保組合の加入者に対して、国の指導に基づき「資格情報

のお知らせ」を10月下旬から順次配付しますので、届きましたら必ずご確認ください。 

健保ニュース オークマ健康保険組合 
愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1 

TEL 0587-95-0913 
FAX 0587-94-3570 第 251 号   2024 年 10 月 25 日 

https://www.okuma-kenpo.or.jp 
（ご家庭に持ち帰ってみんなで読みましょう） 

 10月下旬から順次事業所様経由で、 

「資格情報のお知らせ」 を配付します！ 
必ずご確認ください‼ （任意継継の方は郵送でお届けします） 

Q1.「資格情報のお知らせ」って何ですか？ 

マイナ保険証は、マイナンバーカードを使用するため、従来の健康保険証に記載されている  

資格情報（加入している健保組合や加入番号等の情報）の記載がありません。 

そのため、マイナ保険証の保有者が、自身の資格情報を把握できるものとして、健康保険証  

廃止前にお届けする書類です。（加入者（被保険者・被扶養者）個人単位で発行します） 

Q2. 「資格情報のお知らせ」はどんなときに使うのですか？ 

・医療機関等受診時、マイナ保険証の受付機器のトラブルの際に利用できます。 

 ✓カードリーダーや通信機器の不具合時、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示  

することで、医療機関等を保険受診できます。 

 ✓「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等の保険受診はできません。 

・健康保険の各種手続きの際、加入者を特定する記号・番号などの確認に利用できます。 

 

Q3.「資格情報のお知らせ」に、どうして「個人番号確認のお願い」が記載されているのですか？ 

健保組合の管理している個人番号が、加入者が把握している個人番号と不一致のないことを 

確認することで、安心してマイナ保険証を利用いただけるようにするためのものです。 

国と健保組合は、それぞれ管理している個人番号に不一致がないかの確認作業を進めてきて 

おり、その最終確認として、加入者の方に確認をお願いするものです。 

番外Q. マイナ保険証を持っていないのですが・・ 

・現在お持ちの健康保険証は、2025年12月1日まで使えます。 

・マイナ保険証を保有していない（しない）人には、後日、医療機関等受診時に健康保険証の

代わりとなる「資格確認書」を発行する予定です。（発行予定時期：2025年秋） 

・2024年12月2日以降、健康保険証の紛失者や再雇用者・新規被扶養認定者の方には、先行

して「資格確認書」を発行することになります。（別途、個別の対応となります） 

※ 今後の国の政策により、各種の対応が変わることがあります。 

 使えない・・ 



「資格情報のお知らせ」 
 

 

マイナ保険証と 

●右の枠内を切り取ったものを提示 

もしくは、 

●マイナポータルから資格情報画面をスマホ等に 

ダウンロードしたものを提示 

することで、医療機関等の保険受診が可能になります。 

今回配付するサンプルです。 

この「資格情報のお知らせ」の配付は、 
国の政策として行われるものです。 

当健保組合だけではなく、他の健康保険の 
加入者にも同様のお知らせが届きます。 

必ずご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一人で抱えちゃだめ！ 相談できます‼ 

人間関係、病気、子どものこと・・・etc. 

当健保組合では外部の専門会社※に委託して、【オークマけんぽ健康相談２４】を開設 

しています。（※ティーペック株式会社） 

プライバシーは厳守されます。会社や当健保組合に相談内容が知られることはありません 

ので、安心してお気軽にご利用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護のことはむずかしいです・・・ 
介護の相談もできます！ 


